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令和６・７・８年度補助１９３号線における受託に係る権利者等調整等支援業務 

仕様書 

 

〔１〕業務の担当課 

（１）業務の担当課（成果品提出先）は、密集市街地整備第２課とする。 

 （２）業務の履行に際し、必要な機構保管の資料（以下、貸与資料）は、契約時に貸与する。なお、

契約時に貸与できないものについては、業務実施時期に貸与する。 

（３）各業務の実施時期については、別途受託者へ連絡する。 

（４）本仕様書に記載のない様式については、貸与資料等に添付されている様式を使用する。 

 

〔２〕履行期間  
全業務の履行期間は令和６年４月１日から令和９年３月31日までとし、個別業務の履行期間は

以下の通りとする。 

ⅰ当初業務：令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 

ⅱ契約予定業務：令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 

ⅲ契約予定業務：令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 

〔３〕業務の内容（ⅰ当初業務、ⅱ契約予定業務及びⅲ契約予定業務とも同一） 

荒川区による東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第１９３号線（第一期整備区間）整備

において、当機構が荒川区からの受託に基づき実施する業務に関する次の業務を行う。各業務の

業務量については、別紙１のとおりとする。 

 

（１）関係機関等との調整に関する支援業務 

１）土地評価に係る資料作成補助業務 

・土地評価に係る資料整理及び修正 

貸与資料を基に、荒川区財産価格審議会に必要となる資料様式への整理及び修正作業を行い、

印刷等の作業を行う。 

 

２）建物等調査・算定業務に係る業務 

・建物等調査対象物件の現地確認及び図面等照合確認 

  貸与資料を基に建物等調査・補償額算定対象物件の現地確認（立会含む）を行う。 

併せて、現地確認結果を基に測量図面等と対象物件との照合確認を行う。 

確認後は、確認・修正内容等を記載した記録（任意様式）及び権利者等（本業務の対象とな

る区域に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。以下同じ。）

との対応があった場合は用地折衝記録簿（様式別途指示。以下同じ）を作成する。 

     ・算定業務に係る図面等基礎資料確認及び修正 

      貸与資料及び現地確認の結果を基に補償金算定に必要となる資料の内容についての確認及び

修正・更新作業を行い、確認・修正内容等を記載した記録（任意様式）を作成する。 

・損失補償額協議に係る資料確認及び修正 
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 貸与資料及び現地確認の結果を基に損失補償額協議（損失補償調査委員会開催等）に必要と

なる資料様式への整理、確認及び修正作業を行い、印刷等の作業を行う。確認・修正内容等

を記載した記録（任意様式）を作成する。 

 

３）荒川区への資料届出及び受領に係る業務 

・荒川区への届出資料については予め当機構より受け渡し日時を伝えることとする。 

    ・荒川区からの資料を受領した時は、受領当日に機構指定の場所へ届けるものとする。 

 荒川区から資料受領後、区に受領資料の種類・数量等を確認するものとする。 

・資料届出又は受領の都度、協議録（様式別途指示。以下同じ）を作成する。 

 

４)公共団体等関係機関との協議資料作成等業務 

・関係機関との協議が発生する際には、貸与資料を基に、協議資料（実施時に様式指示）を作 

成する。 

・関係機関との会議に臨席し、聴取のうえ、用地折衝記録簿、協議録等を作成する。 

 

（２）権利者等調整に係る支援業務 

１）個別案件対応に係る説明資料等の作成等業務 

    ・個別の権利者等に対し、補償等内容についての説明資料が必要となる場合、事前に機構から

責任者に説明資料作成について指示を行うと共に資料貸与を行う。貸与資料を基に、個別の

権利者等毎の補償等内容を確認した上で、説明資料等を作成する（任意様式）。 

    ・権利者等の個別案件対応等に臨席し、または、権利者等へ必要に応じて個別相談対応等を行

い、用地折衝記録簿を作成する。 

     

２）条件提示書及び契約締結書類等の作成に係る業務 

・貸与資料を基に荒川区所定様式による補償額の提示書、契約締結及び嘱託登記に係る書類一

式（承諾書、配分協議成立書、土地売買契約書、物件移転補償契約書、借地権消滅補償契約書、

立ちのき補償契約書、残地に関する補償契約書、請求書、登記嘱託書、登記原因証明情報兼登

記承諾書、抵当権一部抹消の承諾書、工事完了届等の案）の作成及び確認を行う。 

 

３）買収済土地の引渡し等準備業務 

 ・権利者等に対し物件移転補償契約書に記載された期限内での移転完了を促し、対応経過、結

果については用地折衝記録簿を作成する。 

  また、必要が生じた場合は、当該権利者等に対する契約履行の要請等に係る資料（移転等催

告書、変更契約書の案等）を作成する。 

・物件等移転工事着手前及び完了後において、権利者等及び荒川区と日程等調整のうえ、現地

立会において権利者等へ移転内容の説明を行い、用地折衝記録簿等の作成及び買収対象地の

写真撮影を行う。 

 

４）法定調書（案）の作成業務 

   ・契約書等に基づき、法定調書（公共事業用資産の買取り等の申出証明書、不動産等の譲受け

の対価の支払調書及び収用証明書等）（案）の作成を行う。 
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（３）権利関係基礎資料等作成及び調整等に係る支援業務 

・権利者等情報を整理した個別管理調書の作成及び整理に係る業務（実施時に様式指示） 

    ・土地、建築物等の権利関係に係る基礎資料作成業務 

貸与を受けた土地登記事項証明書その他権利関係の特定に必要な書類に基づき、権利者等を

特定し、土地、建築物等の権利関係の整理を行う。 

権利者等の権利変動等が発生した際、若しくは、その発生が見込まれる場合、当該事項に関

連する登記簿、住民票等の必要な簿書等を調査のうえ記録する。合わせて、必要に応じて資

料を作成すると共に、調査した簿書等を整理する。また、相続対象者の追跡調査等が必要と

なる場合、追跡調査を行うと共に調査した簿書等を整理し相続関係図等の資料を作成する。 

・用地折衝記録簿等の整理に係る業務 

権利者等との用地折衝記録簿を日付順に並べ替える作業を行い、併せて説明時に使用した説

明書類等もともにファイリングする等の作業を行う。（実施時に資料貸与、様式指示） 

 

（４）窓口相談等支援業務 

問い合わせ対応等業務 

・権利者等及び関係機関等からの問い合わせ対応を行う。また、権利者等へ検討状況の確認や

面談日調整等の対応を行う。対応に当たっては用地折衝記録簿、協議録等を作成する。 

 

〔４〕業務の実施 

受託業務責任者（以下「責任者」という。）は、本契約締結後速やかに、業務配員計画書（別紙３）

を作成し、委託業務指示者（以下「指示者」という。）に提出し確認を得なければならない。なお、

責任者及び指示者の定義は、後記〔10〕（１）（２）のとおりとする。 

 

 

〔５〕成果品等 

本業務の成果品等については、別紙２のとおりとする。 

 

〔６〕再委託について 

（１）再委託は原則認めない。ただし、業務委託契約書第７条第２項ただし書きの規定に基づき、書

面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 

（２）（１）に関わらず、受託者は、コピー、文書作成、印刷、製本、計算処理、資料整理、作図な 

どの簡易な業務については、再委託を行うことができるものとし、この場合において、（１） 

ただし書きに規定する書面による委託者の承諾は不要とする。 

（３）（１）のただし書きに基づき、再委託する場合は、受託者と再委託者の相手方との契約を書面に

より明確にするとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させる

こと。 

 

〔７〕業務委託料の改定について 

（１）委託者及び受託者は、業務委託契約書の頭書第４項に規定する業務委託料の金額にかかわらず、

各年度の履行期間（４月から３月）の業務委託料は、国土交通省から公表される各年度「設計
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業務委託等技術者単価」の前年度比をふまえ改定するものとする。 

（２）（１）の改定は直接人件費単価を対象とし、落札率を乗じて算定する。 

 

〔８〕暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１） 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。） 

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警

察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２） （１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにそ

の内容を記載した文書により都市機構に報告すること。 

（３） 暴力団員等による不当介入を受けたことにより、業務に遅れが生じる等の被害が生じた場合

は、当機構と協議を行うこと。 

 

〔９〕業務環境の改善 

 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。 

ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領（別添１）に基づき、調

査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

 

〔10〕その他 

（１） 指示者とは、委託業務の履行に際し、委託者側を代表して確認を行う者をいう。 

（２） 責任者とは、受託者を代表して業務を統括する責任者であり、受託業務従事者に指示命令を与

え業務を仕様書どおり円滑に行わせる者をいう。 

（３） 責任者は、仕様書の業務を的確に受託業務従事者に伝え、常に業務全般を把握し円滑な業務執

行に努めるとともに指示者との意思の疎通（連絡・報告・相談等）を励行する。 

（４） 業務上知り得た事項については、一切外部へ漏らしてはならない。 

（５） 本仕様書に記載の無い事項等、疑義が生じた場合は業務委託契約書第 35条の規定による。 

（６） 委託費には交通費及び被服費を含む。 

（７） 受託業務従事者が機構事務所を使用する場合は、別途「業務委託契約に係る事務所等の使用料

に関する協定書」を締結する。 

（８） 本業務は当機構が荒川区からの受託に基づいて実施するものであり、本業務の実施にあたって

は、当機構と荒川区との間で締結する委託契約及び荒川区が当機構に対して指示する仕様書そ

の他一切の指示の内容について当機構の指示に基づき遵守すること。 

以 上 
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別紙１    
権利者等調整等支援業務の業務量 

 

（１）業務における業務量 

   ⅰ当初業務、ⅱ契約予定業務及びⅲ契約予定業務における業務量は、以下のとおりである。 

ⅰ当初業務   … 約 614 人工程度 

ⅱ契約予定業務 … 約 590 人工程度 

ⅲ契約予定業務 … 約 438 人工程度 

 

（２）各業務における業務頻度（ⅰ当初業務、ⅱ契約予定業務及びⅲ契約予定業務） 

業務区分 業務の内容 
業務頻度 

ⅰ当初業務 ⅱ契約予定業務 ⅲ契約予定業務 

１．関係機関等

との調整に関す

る支援業務 

１)土地評価に係る資料作成

補助業務 
3 回程度 3 回程度 3 回程度 

 

２) 建物等調査・算定業務に

係る業務 

 

― ― ― 

① 建物等調査対象物件の現

地確認及び図面等照合確

認 

0.02 回／週程度 0.02 回／週程度 ― 

② 算定業務に係る図面等基

礎資料確認及び修正 
1.4 回／週程度 1.4 回／週程度 0.4 回／週程度 

③ 損失補償額協議に係る資

料確認及び修正 
1.4 回／週程度 1.4 回／週程度 0.7 回／週程度 

３) 荒川区への資料届出及び

受領に係る業務 
1.0 回／週程度 1.0 回／週程度 1.0 回／週程度 

４) 公共団体等関係機関との

協議資料作成等業務 
― ― ― 

① 協議資料等作成業務 1.9 回／週程度 1.8 回／週程度 1.0 回／週程度 

② 協議録等作成業務 1.9 回／週程度 1.8 回／週程度 1.0 回／週程度 
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業務区分 業務の内容 
業務頻度 

ⅰ当初業務 ⅱ契約予定業務 ⅲ契約予定業務 

２．権利者等調

整に係る支援業

務 

１）個別案件対応に係る説明

資料等の作成等業務 

  記録作成業務 

4.8 回／週程度 4.4 回／週程度 3.3 回／週程度 

２）条件提示書及び契約締結

書類等の作成に係る業務 
1.4 回／週程度 1.4 回／週程度 0.7 回／週程度 

３）買収済土地の引渡し等準

備業務 
1.4 回／週程度 1.4 回／週程度 1.2 回／週程度 

４）法定調書（案）の作成業

務 
0.5 回／週程度 0.5 回／週程度 0.2 回／週程度 

 

３．権利関係基

礎資料等作成及

び調整等に係る

支援業務 

土地、建築物等の権利関係に

係る基礎資料作成業務 
― ― ― 

① 権利関係の整理 

個別管理調書の作成及

び整理に係る業務（更新

及び相続対象者の追跡

調査含む） 

0.5 回／週程度 0.5 回／週程度 0.2 回／週程度 

② 用地折衝記録簿等の整理

に係る業務（更新含む） 
4.8 回／週程度 4.4 回／週程度 3.3 回／週程度 

４．窓口相談等

支援業務 

 

問い合わせ対応等業務 ― ― ― 

① 電話、郵送、来訪等によ

る問い合わせ対応 
19.4 回／週程度 19.4 回／週程度 19.4回／週程度 

② 用地折衝記録簿等や協議

録の作成 
19.4 回／週程度 19.4 回／週程度 19.4回／週程度 
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別紙２ 

 

成果品等について 

① 成果品提出については以下の通りとする。なお、履行期間終了時までに提出すること。 

                             

業務区分 業務の内容 成果品 納入方法 

１．関係機関等との調整

に関する支援業務 

１)土地評価に係る資料

作成補助業務 

確認・修正内容等を記載

した記録（任意様式） 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

２) 建物等調査・算定業

務に係る業務 
 

①建物等調査対象物件

の現地確認及び図面等

照合確認 

確認・修正内容等を記載

した記録（任意様式） 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

②算定業務に係る図面

等基礎資料確認及び修

正 

確認・修正内容等を記載

した記録（任意様式） 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

③損失補償額協議に係

る資料確認及び修正 

確認・修正内容等を記載

した記録（任意様式） 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

３) 荒川区への資料届出

及び受領に係る業

務 

協議録 
書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

４) 公共団体等関係機関

との協議資料作成

等業務 

 

①協議資料等作成業務 協議資料 
書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

②協議録等作成業務 
用地折衝記録簿、協議録 

もしくは打合せ記録簿 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 
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業務区分 業務の内容 成果品 納入方法 

２．権利者等調整に係る

支援業務 

１）個別案件対応に係る

説明資料等の作成等

業務 

  記録作成業務 

説明資料 
書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

用地折衝記録簿 
書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

２) 条件提示書及び契約

締結書類等の作成に

係る業務 

条件提示書類（案） 

契約締結書類（案） 

一式 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

３）買収済土地の引渡し

等準備業務 

写真 

用地折衝記録簿 

協議録 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

４）法定調書（案）の作

成業務 

法定調書（案） 

一式 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

３．権利関係基礎資料等

作成及び調整等に係る

支援業務 

土地、建築物等の権利関

係及び境界確定に係る

基礎資料作成業務 

 

① 権利関係の整理 

個別管理調書の作成

及び整理に係る業務

（更新及び相続対象

者の追跡調査含む） 

個別管理調書 書面 

② 用地折衝記録簿等の

整理に係る業務（更新

含む） 

個別管理調書 書面 

４．窓口相談等支援業務 問い合わせ対応業務 
用地折衝記録簿、 

協議録等 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 
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② 報告について 

 履行期間中、以下の通り報告を行うこととする。 

 

                        （日数表示は営業日とする） 

業務区分 業務の内容 報告期限 報告様式 報告方法 

１．関係機関等と

の調整に関する支

援業務 

１)土地評価に係る資料作

成補助業務 
原則、発生後 

５日以内 

確認・修正内容等

を記載した記録

（任意様式） 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

２) 建物等調査・算定業務

に係る業務  

①建物等調査対象物件の

現地確認及び図面等照

合確認 

原則、発生後 

５日以内 

確認・修正内容等

を記載した記録

（任意様式） 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

②算定業務に係る図面等

基礎資料確認及び修正 

原則、発生後 

５日以内 

確認・修正内容等

を記載した記録

（任意様式） 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

③損失補償額協議に係る

資料確認及び修正 

原則、発生後 

５日以内 

確認・修正内容等

を記載した記録

（任意様式） 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

３）荒川区への資料届出及

び受領に係る業務 
原則、発生後 

３日以内 
協議録 書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

４) 公共団体等関係機関

との協議資料作成等

業務 

 

①協議資料等作成業務 
協議日 

前日まで 協議資料 
書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

②協議録等作成業務 
原則、協議後 

３日以内 協議録 
書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 
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業務区分 業務の内容 報告期限 報告様式 報告方法 

２．権利者等調整

に係る支援業務 

１) 個別案件の対応に係

る説明資料等の作成

等業務 

記録作成業務 

説明日 

前日まで 
説明資料 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

原則、対応後 

１日以内 
用地折衝記録簿 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

２) 条件提示書及び契約

締結書類等の作成に

係る業務 

原則、発生後 

５日以内 

条件提示書類（案） 

契約締結書類（案） 

一式 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

３）買収済土地の引渡し準

備業務 

原則、発生後 

５日以内 

写真 

用地折衝記録簿 

協議録 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

４）法定調書（案）の作成

業務 

契約締結月翌月

５日まで 

法定調書案 

一式 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 

 

３．権利関係基礎

資料等作成及び調

整等に係る支援業

務 

 

土地、建築物等の権利関係

及び境界確定に係る基礎

資料作成業務 

 

① 権利関係の整理 

個別管理調書の作成

及び整理に係る業務

（更新及び相続対象

者の追跡調査含む） 

原則、発生後 

５日以内 
個別管理調書 書面 

②用地折衝記録簿等の整

理に係る業務（更新含

む） 

原則、発生後 

５日以内 
個別管理調書 書面 

４．窓口相談等支

援業務 
問い合わせ対応業務 

原則、対応後 

１日以内 

用地折衝記録簿、 

協議録等 

書面 

電子ﾃﾞｰﾀ 
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別紙３ 

業 務 配 員 計 画 書 

業務名称  

履行期間 令和  年  月  日～令和  年  月  日 

業務従事者 

     住所 

 氏名 

〒 

     住所 

     氏名 

〒 

     住所 

     氏名 

〒 

 

 

【配員計画表】（単位：人） 

業務従事者 
令和  年 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

○○        

□□        

△△        

 
令和  年  令和  年  

  年 間 計 11 12 １ ２ ３ 

○○      人 

□□      人 

△△      人 
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別添１ 

ウイークリースタンス 実施要領 
 
 
１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第 22 条に基づく「発注関

係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境

を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上

で、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について受発注者間

で設定する。 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（web 会議の積極的な活用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を

見直すことができる。  

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管

理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、

初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録

簿に整理する。 

 


